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閣
衆
質
一
五
九
第
一
六
五
号

平
成
十
六
年
十
一
月
九
日

内
閣
総
理
大
臣

小

泉

純

一

郎

衆

議

院

議

長

河

野

洋

平

殿

衆
議
院
議
員
長
妻
昭
君
提
出
転
倒
事
故
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。

平
成
十
六
年
十
一
月
九
日
受
領

答

弁

第

一

六

五

号



衆
議
院
議
員
長
妻
昭
君
提
出
転
倒
事
故
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
の
�
に
つ
い
て

統
計
調
査
に
用
い
る
産
業
分
類
並
び
に
疾
病
、
傷
害
及
び
死
因
分
類
を
定
め
る
政
令
（
昭
和
二
十
六
年
政
令
第
百
二
十
七

号
）
第
三
条
の
規
定
に
基
づ
き
疾
病
、
傷
害
及
び
死
因
に
関
す
る
分
類
の
名
称
及
び
分
類
表
を
定
め
る
等
の
件
（
平
成
六
年

総
務
庁
告
示
第
七
十
五
号
）
の
「
第
Ｘ
Ｘ
章
傷
病
及
び
死
亡
の
外
因
」
の
「
発
生
場
所
コ
ー
ド
」
の
「
．２

学
校
、
施
設
及

び
公
共
の
地
域
」
、
「
．３

ス
ポ
ー
ツ
施
設
及
び
競
技
施
設
」
、
「
．４

街
路
及
び
ハ
イ
ウ
ェ
イ
」
、
「
．５

商
業
及
び
サ

ふ

ー
ビ
ス
施
設
」
又
は
「
．８

そ
の
他
の
明
示
さ
れ
た
場
所
」
（
海
岸
、
海
浜
、
港
、
埠
頭
、
運
河
、
貯
水
池
、
草
原
、
丘
、

森
林
、
キ
ャ
ン
プ
場
、
遊
園
地
、
動
物
園
、
駐
車
区
域
若
し
く
は
駐
車
場
又
は
公
園
に
限
る
。
）
に
該
当
す
る
場
所
（
以
下

「
公
共
の
場
所
」
と
い
う
。
）
で
平
成
十
五
年
に
発
生
し
た
転
倒
事
故
に
よ
る
死
亡
者
数
は
、
人
口
動
態
統
計
に
よ
る
と
八

百
五
十
一
人
で
あ
る
。

ま
た
、
お
尋
ね
の
負
傷
者
数
に
つ
い
て
は
、
既
存
の
統
計
資
料
が
な
い
た
め
把
握
し
て
い
な
い
。

一
の
�
に
つ
い
て

公
共
の
場
所
で
発
生
し
た
転
倒
事
故
に
よ
る
死
亡
事
例
に
係
る
お
尋
ね
の
事
項
に
つ
い
て
は
、
各
都
道
府
県
警
察
が
取
り

一



扱
っ
た
平
成
十
四
年
の
死
亡
事
例
の
中
で
、
歩
行
中
に
ふ
ら
つ
く
等
に
よ
り
転
倒
し
（
病
気
に
よ
り
転
倒
し
た
場
合
を
除

く
。
）
、
死
亡
し
た
と
各
都
道
府
県
警
察
が
把
握
し
た
事
例
の
範
囲
で
お
答
え
す
る
と
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

お
尋
ね
の
�
か
ら
�
ま
で
の
事
項
及
び
�
の
事
項
に
つ
い
て
は
、
別
表
の
と
お
り
で
あ
る
。
た
だ
し
、
�
の
「
現
場
の
住

所
」
、
�
の
「
当
該
発
生
場
所
で
あ
る
ホ
テ
ル
名
、
ビ
ル
名
、
道
路
名
、
横
断
歩
道
名
、
店
舗
名
等
特
定
可
能
な
名
称
」
及

び
�
の
「
年
齢
」
に
つ
い
て
は
、
�
の
「
事
故
の
状
況
」
と
併
せ
て
お
答
え
し
た
場
合
に
、
個
人
の
権
利
利
益
を
害
す
る
お

そ
れ
が
あ
る
た
め
、
�
の
「
現
場
の
住
所
」
に
つ
い
て
は
、
市
区
町
村
名
を
回
答
し
、
�
の
「
当
該
発
生
場
所
で
あ
る
ホ
テ

ル
名
、
ビ
ル
名
、
道
路
名
、
横
断
歩
道
名
、
店
舗
名
等
特
定
可
能
な
名
称
」
に
つ
い
て
は
、
発
生
場
所
の
種
別
を
回
答
し
、

�
の
「
年
齢
」
に
つ
い
て
は
、
概
数
を
回
答
し
た
。

ま
た
、
別
表
の
事
例
に
お
い
て
、
�
の
「
警
察
等
関
係
機
関
へ
の
届
出
の
有
無
」
に
つ
い
て
は
、
各
都
道
府
県
警
察
へ
の

届
出
は
行
わ
れ
て
お
り
、
�
の
「
公
表
の
有
無
と
公
表
の
時
期
、
公
表
し
て
い
な
い
場
合
は
そ
の
理
由
」
に
つ
い
て
は
、
各

都
道
府
県
警
察
で
は
、
個
人
情
報
保
護
の
観
点
か
ら
、
別
表
の
事
例
を
公
表
し
て
お
ら
ず
、
⑪
の
「
法
令
違
反
の
有
無
」
に

つ
い
て
は
、
各
都
道
府
県
警
察
で
把
握
さ
れ
た
平
成
十
四
年
に
お
け
る
法
令
違
反
の
事
実
は
な
い
。

な
お
、
別
表
の
事
例
に
お
い
て
、
�
の
「
所
有
者
名
」
、
�
の
「
原
因
」
、
�
の
「
責
任
は
誰
に
あ
る
の
か
。
」
、
	
の

二



「
被
害
に
対
す
る
補
償
の
内
容
」
、
�
の
「
再
発
防
止
に
関
す
る
対
応
内
容
」
、
�
の
「
当
局
の
指
導
の
内
容
」
及
び
�
の

「
再
発
が
あ
っ
た
か
否
か
、
あ
っ
た
場
合
は
回
数
と
内
容
、
再
発
は
防
ぐ
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
か
否
か
。
再
発
防
止
策

は
十
分
だ
っ
た
の
か
。
」
に
つ
い
て
は
、
把
握
さ
れ
て
い
な
い
。

二
に
つ
い
て

横
断
歩
道
の
白
い
標
示
の
部
分
に
係
る
お
尋
ね
に
つ
い
て
は
、
必
要
に
応
じ
、
横
断
歩
道
の
道
路
標
示
の
形
状
、
材
質
等

の
見
直
し
に
つ
い
て
検
討
し
て
ま
い
り
た
い
。
な
お
、
交
通
の
安
全
を
確
保
す
る
た
め
の
横
断
歩
道
の
存
在
の
視
認
性
を
確

保
し
つ
つ
、
白
い
標
示
の
部
分
を
減
ら
し
、
水
は
け
を
良
く
し
て
滑
り
に
く
く
す
る
た
め
、
平
成
四
年
に
道
路
標
識
、
区
画

線
及
び
道
路
標
示
に
関
す
る
命
令
の
一
部
を
改
正
す
る
命
令
（
平
成
四
年
総
理
府
・
建
設
省
令
第
一
号
）
に
よ
り
道
路
標

識
、
区
画
線
及
び
道
路
標
示
に
関
す
る
命
令
（
昭
和
三
十
五
年
総
理
府
・
建
設
省
令
第
三
号
）
別
表
第
六
の
横
断
歩
道
の
道

路
標
示
の
様
式
を
改
正
し
、
側
線
を
省
略
し
た
横
断
歩
道
を
設
置
で
き
る
こ
と
と
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

ま
た
、
平
成
十
四
年
に
横
断
歩
道
で
転
倒
し
死
亡
し
た
事
例
を
各
都
道
府
県
警
察
に
お
い
て
把
握
し
た
と
こ
ろ
に
よ
る

と
、
歩
行
者
が
横
断
歩
道
上
で
転
倒
し
、
死
亡
し
た
事
例
が
一
件
あ
る
が
、
当
該
転
倒
事
故
の
原
因
が
横
断
歩
道
の
標
示
面

に
お
い
て
滑
っ
た
こ
と
に
よ
る
も
の
で
あ
る
か
否
か
は
明
ら
か
で
は
な
い
。

三



三
に
つ
い
て

転
倒
事
故
の
防
止
に
つ
い
て
は
、
建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
そ
の
他
の
関
係
法
令
に
基
づ
き
、

そ
れ
ぞ
れ
の
法
令
の
目
的
に
応
じ
、
建
築
物
の
階
段
に
手
す
り
を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
す
る
等
必
要
な
規
制
等

を
行
っ
て
い
る
が
、
更
な
る
転
倒
事
故
の
防
止
策
を
講
じ
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
、
必
要
に
応
じ
て
検
討
し
て
ま
い
り
た

い
。

四



五



六


